
熊本県港湾管理条例別表に掲げる別に知事が定める額（平成 4年7月29日告示第 543号）新旧対照表 

旧 新 

本則 本則 

  

1 港湾施設用地(使用期間が 1月未満) 1 港湾施設用地(使用期間が 1月未満) 

(1) 電柱類を設置した者以外の者による当該電柱類への電線その他こ

れに類するものの架設の使用料 37円 40銭 

(1) 電柱類を設置した者以外の者による当該電柱類への電線その他こ

れに類するものの架設の使用料 40円70銭 

(2) その他の使用 (2) その他の使用 

港湾名 使用料の額 

甲地区 乙地区 

三角港 A 円 銭 A 円 銭 

50 60 37 40 

B 67 10 B 57 20 

八代港 A 50 60 A 37 40 

B 67 10 B 57 20 

水俣港 A 29 70 A 26 40 

B 36 30 B 33 00 

熊本港 A 50 60 A ― ― 

B 67 10 B ― ― 

本渡港 A 33 00 A 29 70 

B 41 80 B 37 40 

その他の港湾 A 26 40 A ― ― 

B 31 90 B ― ― 
 

港湾名 使用料の額 

甲地区 乙地区 

三角港 A 円 銭 A 円 銭 

55 00 40 70 

B 73 70 B 62 70 

八代港 A 55 00 A 40 70 

B 73 70 B 62 70 

水俣港 A 33 00 A 28 60 

B 39 60 B 36 30 

熊本港 A 55 00 A ― ― 

B 73 70 B ― ― 

本渡港 A 36 30 A 33 00 

B 46 20 B 40 70 

その他の港湾 A 28 60 A ― ― 

B 35 20 B ― ― 

 

 



2 港湾施設用地(使用期間が 1月以上) 2 港湾施設用地(使用期間が 1月以上) 

(1) 電柱類を設置した者以外の者による当該電柱類への電線その他これ

に類するものの架設の使用料 408円 

(1) 電柱類を設置した者以外の者による当該電柱類への電線その他これ

に類するものの架設の使用料 444円 

(2) その他の使用 (2) その他の使用 

港湾名 使用料の額 

甲地区 乙地区 

三角港 A 円 銭 A 円 銭 

46 00 34 00 

B 61 00 B 52 00 

八代港 A 46 00 A 34 00 

B 61 00 B 52 00 

水俣港 A 27 00 A 24 00 

B 33 00 B 30 00 

熊本港 A 46 00 A ― ― 

B 61 00 B ― ― 

本渡港 A 30 00 A 27 00 

B 38 00 B 34 00 

その他の港湾 A 24 00 A ― ― 

B 29 00 B ― ― 
 

港湾名 使用料の額 

甲地区 乙地区 

三角港 A 円 銭 A 円 銭 

50 00 37 00 

B 67 00 B 57 00 

八代港 A 50 00 A 37 00 

B 67 00 B 57 00 

水俣港 A 30 00 A 26 00 

B 36 00 B 33 00 

熊本港 A 50 00 A ― ― 

B 67 00 B ― ― 

本渡港 A 33 00 A 30 00 

B 42 00 B 37 00 

その他の港湾 A 26 00 A ― ― 

B 32 00 B ― ― 
 

 


